
9.0%

13.5%

37.0%

34.5%

6.0%
ほぼ毎日

週に1回程度

月に1回程度

年に1回程度

行ったことがない

36.3%

24.4%

22.3%

2.3%

3.8%
0.2%

8.4%

2.3% 大型商業施設

スーパーマーケット

農産物直売所

ドラッグストア

ホームセンター

コンビニエンスストア

その他

無回答

371 

127 

65 

54 

90 

124 

飲食店

診療所・歯科医院

クリーニング店

理髪店・美容院

フィットネスジム

その他

40.0%

48.3%

7.0%

0.7% 3.9%

中城村内

中城村外（隣接市町村）

中城村外（隣接市町村以外）

通信販売

無回答

90.3%

2.5%

2.3%
0.7%

0.4%
0.7%

3.1%

自動車

自転車・バイク

徒歩

公共交通

タクシー

その他

無回答

51

7

16

37

22

57

36

86

特にない

その他

コンビニエンスストア

ホームセンター

ドラッグストア

農産物直売所

スーパーマーケット

大型商業施設

項目 内容 備考

敷地概要 所在地 中城村字屋宜741番地1、他

敷地面積 19,038㎡

法制度の
概要等

区域区分 市街化調整区域 沖縄県開発審査会提案基準第14号
により、みなし準住居地域に該当

指定建蔽率 60％

指定容積率 200％

道路斜線制限 勾配1.5（適用距離20m） 建築基準法第56条第1項第1号

隣地斜線制限 31m＋勾配2.5 建築基準法第56条2号

日影規制 なし 建築基準法第56条の2及び沖縄県
建築基準法施行条例

その他 景観計画区域（一般基準） 中城村景観計画

３．地域ニーズの把握

中城村内に在住する18歳以上75歳未満の方を無作為に抽出した2,000人を対
象としてアンケート調査を行った。※回答者数：557人

２．前提条件の整理

１．はじめに

事業予定地は市街化調整区域に位置しており、商業施設の誘致にあたっては、
都市計画法に規定する開発基準に該当する必要がある。なお、事業予定地は、
沖縄県開発審査会提案基準により「準住居地域」とみなされる。

中城村内及び周辺自治体内
に立地するスーパーマーケッ
ト・ドラッグストア・ホーム
センター・コンビニエンスス
トアの分布を右図に示す。
中城村内は、コンビニエン

スストアを除いた商業施設の
立地が少ないことに加えて、
特に事業予定地の周辺におい
ては、商業施設の立地がみら
れず、前面道路である国道
329号沿いにも商業施設の立
地がみられない。
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【村内におけるニーズ調査】

【周辺自治体におけるニーズ調査】

宜野湾市、浦添市、沖縄市、北谷町、北中城村、西原町、与那原町に居住す
る20代～30代を対象としてニーズ調査を行った。※回答者数：200人

旧役場庁舎及び中城中学校の跡地へ商業施設等を誘致することによって、地
域住民の買い物の利便性向上を図り、地域の賑わいを創出することを目的とし
て、中城村商業施設誘致促進基本構想を策定する。

■日常利用している
買い物先

■買い物先までの
交通手段

■新たに欲しい商業施設

■商業施設と併用してほしい施設（複数回答）

■来訪頻度 ■来訪理由

■中城村にあると良いと思う商業施設（複数回答） ■商業施設と併設してほしい施設・機能（複数回答）

中城村

北中城村

宜野湾市
西原町

事業予定地

14.4%

43.1%13.3%

10.1%

4.8%
14.4%

観光

買い物

知人・親族がいる

通勤・通学

送り迎え

その他

7

35

16

9

26

112

その他

フィットネスジム

理髪店・美容院

クリーニング店

診療所・歯科医院（医療機能）

飲食店

中城村商業施設誘致促進基本構想（概要版）



27.３％

54.5％

9.1％

9.1%

中学校敷地

中学校敷地及び役場跡地

中学校敷地、役場跡地及びその他

未回答

A案（現グラウンドに商
業施設を配置する案）

B案（現校舎の位置に商
業施設を配置する案）

・国道からのアクセス性
がよい

・施設計画の自由度が高い

・施設の視認性がよい
・造成工事の必要としな
い範囲で計画が可能

・施設の視認性が悪い
・駐車場の造成工事が必要

・国道側の駐車場が狭い
・施設計画の自由度が低い

【地域における現況・課題】
・南上原地区周辺以外の地域にはコンビニエンスストア以外の商業施設の立地
が少なく、村内での地場産品等の地元業者の卸し場所が少ない

・今後も人口増加に伴う、買い物需要の増加が見込まれる

【地域ニーズにおける意向・課題】
・半数以上の村民が、村外の商業施設を日常的に利用している
・「大型商業施設」や「飲食店」を望む意見が多い
・周辺自治体から中城村へ来訪する理由は「買い物」が最も多い

【市場性における意向・課題】
・商業施設誘致に対して肯定的な意見が多く、参画意欲を示す傾向が高い
・中城中学校及び旧役場庁舎跡地両方を活用範囲として希望する意見が多い
・敷地内の高低差の改善や既存施設の取扱いに関する意見がみられた

６．誘致施設の方針

商業施設誘致の可能性等について把握するため、県内の小売業者やデベロッ
パー等の対象民間事業者及び応募のあった民間事業者に対して、アンケート形
式での市場調査を行った。※回答事業者数:11者

中城村商業施設誘致促進基本構想（概要版）

５．課題等の整理

４．民間事業者のニーズ把握

７．事業スキーム

2

８．今後の課題とロードマップ

分類 機能 規模

商業
施設

スーパー
マーケット

3,000㎡～
10,000㎡

併設
施設

飲食店、スポ
ーツジム等

適宜

その他 駐車場 200~500台

上位関連計画や地域ニーズ、
民間事業者の意見等から、誘
致する施設の導入機能・規模
を想定し、土地利用計画案を
2パターン作成した。

駐車場

商業施設

駐車場

併設
施設

各種調査結果等から、現況や課題、意向等を以下のように整理した。

分類 機能 施設整備 管理運営 費用負担 土地所有

公共施設 既存施設 村が解体 － 村 －

土地
原状回復 村 － 村 －

造成整備 民間事業者 － 民間事業者 －

民間施設 商業施設等 民間事業者 民間事業者 民間事業者 村（定期借地）

事業スキームは、民間事業者の意向をもとに定期借地方式を基本方針とする。
既存施設の解体撤去や敷地の原状回復等、民間事業者の参入の障壁となる事項
については、村側で実施する等、適切な業務分担が望まれる。

年度 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9)

誘致に向けた
施策等の実施

インフラ調査

公募要件の検討

合意形成

民間意向再確認

事業者公募

商業施設等整備
・供用開始

新中学校整備等

今後、検討・実施が必要な内容及び想定スケジュールを以下に示す。

※これらのスケジュールは、 現時点での想定であり、

今後施策等の実施や新中学校の整備事業の進捗等に

応じて見直すことがある。

■商業施設誘致の可能性

■具体的な商業施設（複数回答）

具体的な商業施設としては、
以下の施設やこれらの複合による
商業施設について回答があった。

・スーパーマーケット
・ドラッグストア
・市場 ・飲食店

■商業施設以外に併設の可能性がある機能（複数回答）

■活用範囲 ■活用条件 ■参画意欲

整備 解体

商業施設

駐車場
併設
施設

36.4%

45.5%

18.2%

可能である

条件により可能である

分からない

18.2%

63.6%

18.2%

跡地の売却を希望

跡地の賃借を希望

売却・賃借どちらも可

45.5%

27.3%

27.3%

積極的に参加したい

参加したい

その他

5者

1者

4者

5者

6者

その他

学習系の施設（塾、スクール等）

医療系の施設（クリニック・薬局等）

スポーツ系の施設（ジム等）

飲食系の施設（カフェ・レストラン等）


